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 一般電気事業供給約款料金算定規則第 21 条第４項の規定により、別紙のとおり燃料費

調整制度における基準調整単価を定めたので届け出ます。 

 

 

 

 



（別 紙） 

 

                       燃料費調整制度における基準調整単価 

                              [第 21 条第４項関係] 
                                                                                 

 区       分 単 位 基準調整単価        

      円   銭厘  

 (１)定額制供給    

   イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ    

     (ｲ)電灯    

       契約負荷設備 20Ｗまで 1灯･1月      １.４９４  

             〃      40Ｗまで    〃    ２.９８６  

             〃      60Ｗまで    〃   ４.４８０  

             〃     100Ｗまで    〃    ７.４６７  

             〃     100Ｗ超過 50Ｗまでごとに    〃    ３.７３４  

     

     (ﾛ)小型機器    

       契約負荷設備  50VA まで 1機器･1月      ２.２３０  

             〃      100VA まで    〃    ４.４６０  

             〃      100VA 超過 50VA までごとに    〃    ２.２３０  

     

  ロ．臨時電灯Ａ    

    契約負荷設備   50VA まで 1契約･1日      ０.０６０  

            〃      100VA まで    〃    ０.１２０  

            〃      100VA 超過 500VA まで 

          100VA までごとに 

    

   〃 

 

   ０.１２０ 

 

            〃      500VA 超過１kVA まで    〃    １.２０３  

            〃      １kVA 超過３kVA まで 

                   １kVA までごとに 

   

   〃 

    

１.２０３ 

 

     

   ハ．臨時電力(定額制供給) 1kW･1日      １.２６５  

     

   ニ．農事用電力(脱穀調整用,附則)    

     契約電力  0.5kＷ 1契約･1日      ０.３１６  

       〃       １kＷ    〃    ０.６３２  

          〃    ２kＷ    〃    １.２６５  

          〃    ３kＷ    〃    １.８９６  

          〃    ３kＷ超過１kＷ増すごとに    〃    ０.６３２  

     

     

 (２)従量制供給    

   イ．従量電灯Ａ･臨時電灯Ｂ･公衆街路灯Ｂ    

        最 低 料 金     (最初の 11kWh まで) 1契約･1月      ２.１１５  

         電力量料金(11kWh 超過分)  1kWh      ０.１９２  

   ロ．上記以外の契約種別  1kWh      ０.１９２  

     

 



（別 紙） 

 

                       燃料費調整制度における基準調整単価 

                              [第 21 条第４項関係] 

 

消費税法附則（平成 24 年８月 22 日法律第 68 号）第５条第２項の適用を受ける，

平成 26 年３月 31 日以前から需給契約が継続し平成 26 年４月１日から平成 26 年４

月 30 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金（平成 26 年４月１日

以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が平成 26 年５月１日以降である

料金については，当該確定した料金のうち，消費税法施行令附則〔平成 25 年３月 13

日政令第 56 号〕第４条第３項で定める部分に限る。）の算定における基準調整単価

は，以下のとおりとする。 

 
                                                                         

 区       分 単 位 基準調整単価        

      円   銭厘  

 (１)定額制供給    

   イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ    

     (ｲ)電灯    

       契約負荷設備 20Ｗまで 1灯･1月      １.４５２  

             〃      40Ｗまで    〃    ２.９０３  

             〃      60Ｗまで    〃   ４.３５５  

             〃     100Ｗまで    〃    ７.２６０  

             〃     100Ｗ超過 50Ｗまでごとに    〃    ３.６３０  

     

     (ﾛ)小型機器    

       契約負荷設備  50VA まで 1機器･1月      ２.１６８  

             〃      100VA まで    〃    ４.３３７  

             〃      100VA 超過 50VA までごとに    〃    ２.１６８  

     

  ロ．臨時電灯Ａ    

    契約負荷設備   50VA まで 1契約･1日      ０.０５９  

            〃      100VA まで    〃    ０.１１７  

            〃      100VA 超過 500VA まで 

          100VA までごとに 

    

   〃 

 

   ０.１１７ 

 

            〃      500VA 超過１kVA まで    〃    １.１７０  

            〃      １kVA 超過３kVA まで 

                   １kVA までごとに 

 

   〃 

 

１.１７０ 

 

     

   ハ．臨時電力(定額制供給) 1kW･1日      １.２３０  

     

   ニ．農事用電力(脱穀調整用,附則)    

     契約電力  0.5kＷ 1契約･1日      ０.３０８  

       〃       １kＷ    〃    ０.６１４  

          〃    ２kＷ    〃    １.２３０  

          〃    ３kＷ    〃    １.８４４  

          〃    ３kＷ超過１kＷ増すごとに    〃    ０.６１４  



 

 区       分 単 位 基準調整単価        

     

 (２)従量制供給    

   イ．従量電灯Ａ･臨時電灯Ｂ･公衆街路灯Ｂ    

        最 低 料 金     (最初の 11kWh まで) 1契約･1月      ２.０５６  

         電力量料金(11kWh 超過分)  1kWh      ０.１８７  

   ロ．上記以外の契約種別  1kWh      ０.１８７  

     

 


